
【橋梁】
４.予防保全型管理の深化
（1）再劣化の抑制（意見への対応）
（2）新技術・新材料の活用 （新規）
（3）対策優先度の設定（新規）
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方針

「社会インフラ長寿命化行動方針（静岡県交通基盤部）/令和6年3月」より抜粋

 予防保全型管理を行うために、対策優先度を設定が必要となる。

・災害発生時のネットワークとしての機能維持を考慮した設定

➡目標管理水準を遵守するために最優先する・施設の劣化進行速度を考慮した設定

➡対策優先順位へ反映

遵守
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２巡目点検結果

課題①︓Ⅱ判定の橋梁が極めて多い。

・Ⅱ判定3,012橋に対して、評価指標を設定しても
同率順位で、多くの施設が横並びで存在する可能
性が残り順位付けが難しい。

・橋梁は、複雑な多くの部材から構成されており、
Ⅱ判定の施設でも、損傷の種類や周辺環境、劣化
進行速度等の違いから、劣化・損傷程度にばらつ
きがあると考えられる。

・Ⅱ判定の施設が多く、劣化・損傷程度にばらつきがある。
（Ⅰ寄りのⅡ、Ⅲ寄りのⅡ）

Ⅰ, 368, 
10%

Ⅱ,3012, 
83%

Ⅲ, 255, 
7%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅳ,0,0%
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課題②︓対策は、健全性の診断区分（Ⅰ〜Ⅳ）を指標としている。
課題③︓災害発生時のNWとしての機能維持の評価が低い。（優先度の影響割合︓4.7％）

優先度＝ 0.7 ×（100－HI※健全度︓ヘルスインデックス）＋ 0.3 × 重要度現行の対策優先度

評価項目 評価の視点 評点
健全度 施設の健全性 点検による劣化進行速度 100

重要度

第１階層 第2階層 第3階層

利用性
（35%）

※１

平常時の利用性
（45％）

交通量（60%） 交通量の大きい道路の保全 9.45

交通状況（40%） 大型車交通量の大きい道路の保全
バス路線の保全 6.30

被災時の利用性
（45%）

沿道状況（20%） DlD 地区等被災規模が大きいと予測さ
れる場所への交通確保 3.15

防災上の路線区分（60%） 緊急輸送路の機能確保
隣接県との交通機能確保 9.45

代替性（20%） 代替路が無い交通路やあっても時間が
掛かる場合を優先 3.15

公共性（10%） 良好な景観性（40%） 良好な景観の保全 1.40
歴史的価値（60%） 歴史のある橋梁の保全 2.10

被害波及性
（50%）

交差物件（70%） 橋下の鉄道への被害波及性
橋下の道路への被害波及性 35.0

添架物件（30%） 添架物件への被害波及性 15.0

耐久性
（10%）

適用示方書（40%） 設計基準による特徴的な弱点 4.0
上部工形式（20%） 上部形式や材料ごとの特徴的な弱点 2.0
下部工形式（40%） 下部形式や材料ごとの特徴的な弱点 4.0

効率性
（5%）

補修難易度（60%） 施工に伴う用地の制約や施工の特殊性 3.0
コスト（40%） 補修・補強に要する費用、再構築費用 2.0

各評価項目の影響割合 ※１︓下表の（ ）内数値は重みの割合を示す

合計
100

※２
15.7

※２︓災害発生時のネットワークとしての機能維持の評価
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・下記の項目を考慮に入れて優先度の設定を行う。
路線区分（緊急輸送路指定の有無）、交差物件（跨線橋・跨道橋）、 代替性の有無

災害発生時のネットワーク機能維持を考慮

・優先度は、健全性の診断区分（Ⅰ〜Ⅳ）を第一指標とする。

課題② ➡ 方針① 健全性の診断区分を優先

・今後、多くのⅡ判定を対策する必要があるため、Ⅱ判定を細分化する。
※Ⅱ判定の損傷程度にばらつきがあるため、Ⅰ寄りのⅡなのか、Ⅲ寄りのⅡなのか、

区分し、対策すべき部材を明確にする。

Ⅱ判定の細分化課題① ➡ 方針②

課題③ ➡ 方針③
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅱa

Ⅱb

健全性

経過年数

Ⅱ判定の細分化

区
分 状態の考え方、措置等の考え方

Ⅱa
軽微な劣化・損傷は認められるが、前回点検から大きな変化が無い状態
（乾燥収縮、豆板などの初期欠陥を含む）
経過観察（5年ごとの点検）

Ⅱb
現状では、機能に支障は生じていないが、劣化が進行し、範囲が面的に拡がっている

状態にあり、近い将来、劣化・損傷が進行し、機能に支障を生じる可能性がある。
（ひびわれ、腐食など劣化が明らかに進行しているもの）
長寿命化に必要な対策を優先的に実施

Ⅱ判定のうち、次回点検までに
・Ⅱを維持できると思われる施設（Ⅱa）
・Ⅲに移行すると思われる施設（Ⅱb）
と分類できる。

➡ 目標管理水準を遵守



区分 概念 一般的状況

A 良好 損傷が
特に認められない

B ほぼ良好 損傷が小さい

C 軽度 損傷がある

D 顕著 損傷が大きい

E 深刻 損傷が
非常に大きい
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損傷等級

 本県の橋梁点検において独自に設定している『損傷等級』（劣化損傷ごとに評価）に着目
 Ⅱ判定の橋梁に対して、区分B〜DをⅡa、 区分EをⅡbとする。

細分化の方法
損傷等級区分損傷の種類と損傷等級

Ⅱa

Ⅱb

材料 損傷の種類
損傷等級

A B C D E

鋼

腐食 ○ ○ ○ ○ ○

防食機能の劣化 ○ － ○ － ○

支承の機能障害 ○ － － － ○

コ
ン
ク
リ
ー
ト

ひびわれ ○ ○ ○ ○ ○

剥離・鉄筋露出 ○ － ○ － ○

漏水・遊離石灰 ○ － ○ － ○
ゴム
支承 支承の機能障害 ○ － － － ○

橋梁点検マニュアル（令和２年度版）令和2年4月 静岡県交通基盤部 道路局 道路整備課（抜粋）
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鋼橋 / 腐食

Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 鋼橋/腐食の損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb

Ⅱa

Ⅱb
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鋼橋 / 防食機能の劣化

Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 鋼橋 / 防食機能の劣化の損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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鋼橋RC床版 / 剥離・鉄筋露出

Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 鋼橋RC床版 / 剥離・鉄筋露出の損傷等級数

Ⅱa Ⅱb
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鋼橋のRC床版 / 床版ひびわれ
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 鋼橋のRC床版/床版ひびわれの損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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鋼橋のRC床版 / 床版ひびわれ
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PC橋上部工 / 剥離・鉄筋露出
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 PC橋上部工 / 剥離・鉄筋露出の損傷等級数

Ⅱa
Ⅱb
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PC橋主桁/ ひびわれ
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 PC橋主桁/ ひびわれの損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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PC橋床版 / 床版ひびわれ
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 PC橋床版 / 床版ひびわれの損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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PC床版橋床版/ 漏水・遊離石灰

Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 PC床版橋床版/ 漏水・遊離石灰の損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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RC橋上部工 / 剥離・鉄筋露出
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 RC橋上部工/ 剥離・鉄筋露出の損傷数

Ⅱa
Ⅱb
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RC橋主桁/ ひびわれ
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 RC橋主桁/ ひびわれの損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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RC橋床版/ 床版ひびわれ
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況

RC橋床版/ 床版ひびわれの損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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躯体 /  剥離・鉄筋露出
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 躯体 /  剥離・鉄筋露出の損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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躯体 /  ひびわれ
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 躯体 /  ひびわれの損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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鋼支承 / 腐食
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 鋼支承 / 腐食の損傷等級数

Ⅱa Ⅱb
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鋼支承 / 防食機能の劣化
Ⅱa の損傷状況 Ⅱbの損傷状況 鋼支承 / 防食機能の劣化の損傷等級数

Ⅱa

Ⅱb
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鋼支承 / 支承部の機能障害
Ⅱbの損傷状況

Ⅱb

鋼支承 / 支承部の機能障害の損傷等級数
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ゴム支承 / 支承部の機能障害
Ⅱbの損傷状況

Ⅱb

ゴム支承 / 支承部の機能障害の損傷等級数



26

リスクによる優先度の評価

 「災害発生時のネットワークとしての機能維持」を考慮して、対策優先度を設定する。

路線区分︓緊急輸送道路に位置する橋梁の対策を優先
交差物件︓重要な道路上に位置する橋梁の対策を優先

代替性の有無︓被災時に迂回路が無い橋梁の対策を優先

評価項目 配点 評価点

路線区分 30
1次緊急輸送路 ２次緊急輸送路 ３次緊急輸送路 指定なし

30 20 10 0

交差物件 30
鉄道・

1次緊急輸送路 2次緊急輸送路 3次緊急輸送路
鉄道・緊急輸送路
以外の交差物件

または 交差物件なし
30 20 10 0

代替性の有無 20
迂回路無 迂回路有
20 0

橋長 10
15ｍ以上 15m未満

10 0

交通量 10
10,000台/日 以上 5,000台/日 以上

10,000台/日 未満 5,000台/日 未満

10 5 0

「災害発生時のネットワークとしての機能維持」に寄与する項目の優先度を高くする。

上記に加え、橋長が長い橋梁、路線の交通量の多い橋梁を優先する。
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Ⅲ判定

Ⅱ判定 優先１︓Ⅱb 判定

優先２︓Ⅱa 判定

優先度③
災害発生時のネットワーク

機能維持を考慮

劣化・損傷に着目した優先度 災害が発生した場合の影響度

優先度①
健全性の診断区分

悪い

良い

優先度②
Ⅱ判定の細分化

悪い

評価点

高い

低い

良い

Ⅳ判定

3,012橋

255橋

0橋

1,038橋

1,974橋


